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| 6．ハンセン病データ源

「未来への道標
～ハンセン病とは～」

記者としてハンセン病問題を取材

した経験を持つ元アナウンサ ーの

藪本雅子さんが、ハンセン病療養

所の入所者や元入所者の方々への

インタビューなどを通して、ハンセ

ン病患者 ・ 回復者が置かれてきた

実態や現状を明らかにし、ハンセン

病に対する偏見•差別の解消を目

指した人権啓発テレビ特別番組を

ビデオ ・DVD化したものです。

〈企画〉法務省人権擁護局
※全国の法務局地方法務局及び（公財）人権教育啓発推進センターで

貸出しを行っています。

国立ハンセン病資料館

全国のハンセン病療養所や国内外の関係機関か

ら収集した資料が数多く展示されています。ハン

セン病に関する約30,000冊の図書を収蔵した図書

閲覧室もあります。

〒189-0002

東京都東村山市青葉町4-1-13

電話042-396-2909

URL https://www.nhdm.jp/

「未来への虹
ーぼくのおじさんは、ハンセン病ー」

国立ハンセン病資料館の語り部で

ある平沢保治さんをモデルにして

描かれた子ども向けの本「ぼくのお

じさんは、ハンセン病ー平沢保治物

語一」 をもとに、小学校高学年以上

の方にハンセン病問顆を正しく伝

え、人権の大切さを理解していただ

くために制作されたアニメ ーション

作品です。

〈企画製作〉法務省人権擁護局／

（公財）人権教育啓発推進センター

※全国の法務局地方法務局及び（公財）人権教育啓発推進センターで

貸出しを行っています。

重監房資料館

かつてハンセン病患者の懲罰施設として使われた「特別病室」

は、通称「重監房」と呼ばれています。

今は建物の募礎しか残っていませんが、わすかに残された資

料や発掘調査の出土遺物等から推定される形を実寸大で部

分再現し、その過酷さを体感できるように展示しています。

また、ガイダンス映像や証言ピデオなどの映像が見られるほか、
ー ー

歴史パネルや実物資料を展示したコ ナ などがあります。

〒377-171 l 群馬県吾妻郡草津町草津臼根464-1533

電話0279-88- l 550 

URL https://www.nhdm.jp/sjpm/

厚生労働省（ハンセン病に関する情報ページ）
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/index.html 

法務省「ハンセン病への偏見や差別をなくしましょう」

国立ハンセン病療養所（各療養所にリンクしています）
http:/,/www1.mhlw.go.jp/link/link_hosp_ 12/hosplisVnc.html 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken80.html 

国立感染症研究所感染症疫学センター「ハンセン病」
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/ha/leprosy.html 

国立感染症研究所ハンセン病研究センター

日弁連法務研究財団（ハンセン病事実検証調査事業）

日本ハンセン病学会

http:/./wwwO.nih.go.jp/niid/lrc/ 

http://www.jlf.or.jp/work/hansen.shtml 

http://www.hansen-gakkai.jp/ 
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ハンセン病問題を正しく伝えるために

〇厚生労働省
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このテキストを使ってハンセン病問題の

l 生徒たちに「ハンセン病問題の本質を伝える」ことです。

学校教育の中で「総合的な学習の時間」が取り入れら

れて、国際平和や人権、環境などの学習が進められて

います。ハンセン病問題は、人権に関する学習のなか

で取り上げていただくのに適した題材といえます。

ハンセン病問題は、決して過去のことではありません。

1,500名以上の方が社会復帰されていますが、今で

もl,21l名（令和元年現在）の入所者が療養所で暮

らしています。ハンセン病に対する国民の関心を喚起

し、正しい理解の促進と入所者社会復帰者やその家

族が偏見差別を感じることがなくなるよう、さらなる

啓発をする必要があります。

l 生徒たちと共に考え、行動するきっかけを作ってください。

教材としてのこのテキストの特徴は、第1に、「テキス

ト解説形式」をとっていることです。生徒たちが見て

ハンセン病問題は、誰にとって も「無関係」なのでは

ありません。偏見や差別のない社会を実現するため

に、このテーマを通して生徒たちと共に話し合い、共生

のための行動を始めるきっかけとして使って頂ければ

幸いです。

ハンセン病
問匿

一

から

共生の
社会づくり

第3に、「総括的な内容である」ことです。このテキスト

ではハンセン病の基本的な情報を紹介していますが、

いるテキストと同じページを見ながら、生徒たちと同じ その本質は社会の偏見や差別といった、人間の生活

目線から授業を展開できると考えました。

第2に、「提示されている内容は、厚生労働省を中心

とする国の機関の見解だけでなく、国立ハンセン病

療養所入所者や社会復帰者の体験などを基礎にして

いる」ことです。ハンセン病問題は関係者の謳かれて

いる立場によって様々な意見があるため、多方面で

確認された事柄が土台となっています。

全般に関わる問題です。そこで個々のテーマを取り上

げながら、偏見と差別について考えられるような構成

になっています。

啓発を行う皆さまへ

l ハンセン病に関わる人たちが置かれている現状を考えましょう。

ハンセン病問題は、私たちが疾患について理解するだけでは

解決しません。社会復帰した人のなかには、病気のことを

家族に話していない人も大勢います。国家賠償訴訟におい

て国の責任が認められ、国の対策が進んだからといって、す

べてが克服されたというわけではないのです。入所者、社会

復帰者やその家族が謳かれている状況はさまざまですが、

今なお世間の目を恐れて暮らしている人も多いのです。その

ことを理解したう えで、いま自分たちに何ができるのかを

考えさせることが大切です。

第1部 テキスト解説編

1.ハンセン病の基本情報 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3

2.ハンセン病と人権について ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 5

3.この授業で教えるべきことは何か ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 7

第2部 資料編

1.歴史からみたハンセン病 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 
， 

2.医学からみたハンセン病 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11

3.ハンセン病問題のポイント ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 13

4.ハンセン病問題を全面解決するために ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15

5.ハンセン病に対する理解を深めるために ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17
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ハンセン病の歴史

ハンセン病の正しい知識を学び、誤った認識（偏見）が差別の原因である
ことを学ぶ。
●ハンセン病は、「らい菌」による感染症であり、感染することはほとんどない

ハンセン病の歴史は紀元前に始まり、イ
ンドかアフリカを起源とすると考えられ
ています。日本では、「日本書紀」や「今
昔物語集」に「らい」の記述がみられま
す。奈良、平安時代には仏教者によって
患者の救済が行われ、鎌倉時代には1曽・
にんしょう きたやまじゅう
忍性が日本最古の救らい施設「北山十
はちけんど
八問戸」を現在の奈良県に開いたという
記録が残されています。キリスト教の伝
来とともに、外国人宣教師によって救護
所が建設され、患者救済活動が行われ
ました。

．感染経路と発症について

感染経路に関する見解は現在も統一さ
れていませんが、発症に大きく関与する
感染の機会として、まだ抵抗性の発達が
不十分な乳幼児期に、感染源となる未治
療の患者と長い間 一緒に生活したりす
ると鼻腔粘膜などから感染して、数年か
ら数十年の潜伏期を経て発症する可能
性があるといわれていますが、現在の日
本の衛生状態や医療状況、生活環境な
どから、「らい菌」に感染しても、発病する
ことはほとんどありません。

後遺症について

ハンセン病では、感染症としてのハンセ
ン病が治癒した後であっても、外観から
わかる顔面や手足の変形を残すことが
あります。有効な治療法がなかった時
代にハンセン病を発病した人の 中には、
重篤な後遺症を持つ人が少なからすい
ます。後遺症はあくまで病気が治癒した
後に残った状態のものであることから、
感染することは決してないことを十分
に理解しておく必要があります。

●感染したとしても、発病するのは非常にまれであり、早期発見・適切な治療を行えば治る
●ハンセン病は、中世では主として仏罰による天刑病又は業病、近世では遺伝病、

近代においては隔離が必要な恐ろしい伝染病という様々な認識をもたれていた

みんなハンセン病を知ってる？
私は最近まで知らなかったんだ。

話を聞いて、かなりショックを受けた。

ハンセン病って、どんな病気か知ってる？
かんせん

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こ
げんだい かんせん はつびょう

る病気です。現代においては感染することも発病
かんせん はコびぶ5

することもほぽありませんが、感染し発病すると、
蒙っし9凶99い 蒙 あU

手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなっ
いた あっ こわ かんnY

たり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなる
びょうてセ ヘか

ことがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こ
9 りょうほう

ったりします。また治療法がない時代は、体の一

ヘl9い こう いしぅ

部が変形するといった後遺症が残ることがありま
した。かつては「らい病」と呼ばれていましたが、

はつけん

明治6年(1873年）に「らい菌」を発見したノル
ウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在
は「ハンセン病」と呼ばれています。

かん曾ん しヽ9

ハンセン病は感染症だけど
とてもうつりにくい病気なんだって

かんせんりぷ

「らい菌」は感染力が弱く、非常にうつりにくい病気
翠しょうしlプい しょう じ

ょヨ

です。末梢神経の麻ひなどの症状が出る（発病）
めんえきりょく えい せいじょうたい えいよう じじ均

かどうかは個人の免疫力や衛生状態、栄養事情
かん けい かせん

などが関係しますが、たとえ感染しても発病するこ
えいはい叩たい

とはほぼありません。現在の日本の衛生状態や
い りょうじようをよう 已い かつかんでよう かん

医療状況、生活環境を考えると、「らい菌」に感
せん

染しても、ハンセン病になることはほとんどあり
ません。
（日本人新規患者数：2016年0人、2017年1人、2018年0人）
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ハンセン病の新規患者

現在でも日本国内で毎年、4人程度の新規患者が見られます(Pl 2参照）。近年、日本人の
新規恵者の減少は著しく、乳幼児期に感染したとみられる高齢の方がほとんどです。
新規患者は皮膚科の外来などで、内服治療が行われています。海外では、開発途上国を中
心に毎年約23万人の新規患者がいます。

やさ

どうしてもっと優しくできなかったんだろう？
●心セい て• か り

強制的に患者を隔離してしまうなんて … •
でんせんびょう

19世紀後半、ハンセン病はコレラやペストなどと同じような恐ろしい伝染病であると考えられていました。
とう し が ち ほうろう し せつ いうよう りようよう しcうよう

当初は、家を出て名地を放浪する患者が施設に収容されましたが、やがて自宅で療養する患者も収容され
るようになりました。ハンセン病と診耐されると、市両村ゃ薇負州＇職員、医師らが警察官を伴

一

つてたびた
び患者のもとを訪れました。そのうち近所に知られるようになり、家族も偏見や差別の対象にされることが

りんよ9じよ しかた じ

ょ
うきょう

あったため、患者は自ら療養所に行くより仕方ない状況に追い込まれていったのです。このような状況のも
ぅ1 よ'"'お せし''つ

とで、昭和6年(1931年）にすべての患者の隔離を目指した「癒予防法」が成立し、療養所の増床が行わ
〇ようようじ けんビつ む区＼けん9ん

れ、各地にも新しく療養所が建設されて行きました。また、各県では「無爛県運
りょうよう じょ

動」という名のもとに、患者を見つけ出し療養所に送り込む施策が行われまし
ほl9んしよ てっていてを しょらどく ひとざとはな

た。保健所の識員が患者の自宅を徹底的に消毒し、人里離れた場所に作られ
りょうよう じ↓ こ9 9い

た療養所に送られていくという光景が、人々の心の中にハンセン病は恐ろしい
さぺつ じょちょう

というイメ ージを植え付け、それが偏見や差別を助畏していったのです。

ハンセン病問題の歩み
ちゅう廿い さんせい

●中世～近世
況9かん とくちょう へんけん さぺつ 氾Wょう

体の一部が変形したりする外饒の特徴などから儒見や差別の対象にされる
ことがあった。

●明治後期（1900年代）～昭和前期(1940年代）
セょうせいてさ Lうよう りょうようじょ

患者を強制的に収容し、 療養所から一生出られなくする
しヤコそうほちょう

「ハンセン病絶滅政策」が行われ、 偏見や差別が一麿助長された。
●昭和前期（1940年代）～平成8年(1996年）

記＼はっ ち999999 区りつ か< bせいさく

有効な薬が開発され、 治療法が確立されたが、 患者の隔離政策は
そのまま継練された。

●平成8年(1996年）～
らいよ999 l9ら れ1せい

「らい予防法」（「籟予防法」を昭和28年(1953年）に改正）が廃止され、

かん山かりせいさく のしふ

患者隔離政策に終止符が打たれた。

さへつ

差別のはじまり

“ り 訳9 ●< 

患者の隔離政策

書りうやく とうしょう

治療薬の登場

・い し

「らい予防法」魔止

し—

患者の収容には警察官が立ち会った

か せんし9

ハンセン病は、「らい薗」による感染症
かんせんりパ ・んせん はつ＂ょう

「らい薗」は感染力が弱く、非常にうつりにくい。感染しても発病するのはまれ

一
9 りょう罐う

現在は治療法が確立され
そうきはつけん てきせつ こういし” .. 

早難発見と週切な治療で、後遺症を残さずに治すことができる

-
へけん

ハンセン病患者は、いつの時代も偏見や差別の対象にされてきた
ふ かえ

国や社会が患者に対してどのように接してきたかを振り返る

2
 

ゆうせい ぽ こほう

優生保護法
「母体の保護と不良な子孫の 出生を防止する」などの目的で優生手術（断種）
や人工妊娠中絶（堕胎）を認めた法律で、昭和23年(1948年）にハンセン病
患者も対象とされました。しかし、この法律の対象とされる以前から療養所内
では愚者同士の結婚の条件として断種や堕胎が強いられていました。

む らいけんうんどう

無朧県運動

昭和初期、ハンセン病患者をゼロにする
ことを目的とする患者の 強制収容運動
が始まりました。各県の衛生当局は、患
者を捜して収容者数を競いました。

療養所設置の背景
明治30年(1897年）に開かれた第1回
国際らい会議で「ハンセン病が感染症で
ある」ことが確認されると、日本ではそれ
までの遺伝説、天刑説を否定し、感染説
の啓発が進められました。
しかし、遺伝説、天刑説が払拭されること
なく、感染という恐怖が重層され、ハンセ
ン病患者やその家族への偏見差別はさ
らに高まってしまいました。家族に迷惑が
かかることを心配して家を出て、各地を放
浪して神社仏閣などの門前で物乞いを
する患者が相次いだため、患者の受け皿
の整備が求められるようになり、療養所
の設置が検討されるに至ったのです。

ちょうかい けんそく けん

懲戒検束権
療養所の所長には、療養所内の秩序確
立の ために、裁判を行わすに患者を処
罰できる「懲戒検束権」が与えられ、
隔離の 療養所には監禁室が作られま
した。逃亡を企てたり、療養所内の秩序
を且すことを
すると監禁室
に収監されま
した。

特別病室（重監房）跡／栗生楽泉園
3 4
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ハンセン病の患者・元患者は、想像を絶する偏見や差別の中で生きてきた。

こうした偏見や差別をなくし、入所者、社会復帰者等の人権が尊重される

社会を実現するには、私たち一人ひとりがハンセン病問題を正しく理解する

必要がある。

●ハンセン病問題は、現在進行中の人権問題である

●今なおハンセン病に対する偏見や差別は根強く残っている

●ハンセン病問題を解決していくために、ハンセン病に関する正しい知識を身につけましょう

明治40年(1907年）

「籟予防二関スル件」制定

主として各地を放浪する「浮浪 らい」と

呼ばれる患者を療養所に収容する目的

で作ら れました。日本 のハンセン病政策

は、 この法律の制定から始まりました。

昭和6年(1931年）

「籟予防法」制定

内務省※は「瀬予防二関スル件」を欧

米のハンセン病 予防法 と同等の 法律

にするため、 大正5年(1916年）から

新しい予防法の策定を 進めました。昭和

6年(1931年）の国際連盟保健機関に

よる「らいの公衆衛生の原理」には、「ハン

セン病 の発生予防の最軍要線は隔離と

治療である」といったことが決議されまし

た。このような流れの中で同年、すべての

患者の隔離を目指した「瘤予防法」が成

立し、本法の元で国立療養所が建設され、

患者の収容が進められていったのです。

※内務省明治6年(1873年）から昭和22年(1947
年）まで存在した中央官庁。警察地方行政衛生行政な
どを統轄した。

昭和28年(1953年）

「らい予防法」制定

「掘予防法」を改正した法律。戦後、治

療薬が登場し ましたが、治安対 策的な

理由が優先され、患者を強制的に隔離す

る基本方針や懲戒規定は残されたま ま

でした。

平成8年(1996年）
「らい予防法の廃止に関する法律」制定

3
 

藷品ヵ喧立されて、J＼ンセン病は近る病気になったんだよね。
りょうよう じ に●うしよしゃ し＊かいふっ會 し＊ せいさく ●知

そして国は療養所の入所者・社会復帰者におわびし、政策を改めた。
へんけん さ べつ

それなのに、どうして偏見や差別がなくならないのだろう？

せい ふ

みんなの願いが政府に届くまで長い年月がかかったんだ

ハンセン病は治る病気になったのに
＂ょうようじよ しうよう

どうして憬養所に収容されたままだったの？
かりttし＼さく らんヽ よ ぼう999

ハンセン病 患者の隔離政策は、「禰予防法」と
いう法律のもとで進められました。昭和28年
(1953年）、患者の反対を押し切ってこの法律を
引きつく「らい予防法」が成立しました。この法律

かん じ

ゃ かく り

の問題点は、患者隔離が継続され、退所規定が
設けられていないことでした。つまり、ハンセン病

店9お屯 "'，， いっ｀’

患者は療養所に収容されると、一生そこから出る
ことが出来なかったのです。昭和21年にハンセン

と っこうやく とうじう

病の特効薬「プロミン」が登場し、その後、新しい
かいはつ

飲み薬タイプの治療薬が開発され、ハンセン病は
て さeっ ちりょう なお

適切な治療をすれば治る病気になっていました。
ぞょうサいしうよう

にもかかわらず、患者の強制収容が続けられたの
じょ じょ 合 せい か わ

です。昭和30年前後から徐々に規制が緩和され、
じ し●てさ たいしょ

病気が治って自主的に退所する人たちも出てきま
りょうようし にめうし

した。しかし彼らは療養所に入所する際に、社会
“わ りょうようと たよ

や家族と断絶させられており、療養所の外では頼
る人はなく、救いの手を差し伸べる人も、受け皿

じょうきょう

もなかったのです。そのような状況の中で、生冦
苦で体を壊したり、
病気を再発させた

りょう

りして、やむなく療
ようし

養所に戻る人も少
なく ありませんで
した。

治療薬「プロミン」の注射

力 り 也9さく

ハンセン病の隔離政策が終わったのは
つい最近のことなんだって

「らい予防法」は平成8年(1996年）にようやく
はし1 し

廃止されました。平成10年(1998年）には入所
くエ豆 ぢ さt＼ ば、さく

者らによって熊本地裁に国のハンセン病政策の
てんか せをにん

転換が遅れたことなどの責任を問う「らい予防法
いけんこつ か 9れ、しようせいさゆうそ しよう

違憲国家賠償請求訴訟」が擢起されました。続い
て東京岡山でも提訴が行われました。平成13年

＜寒もと ちさし＼ げんこくしょうそ はんけつ

(2001年）、熊本地裁で原告勝訴の判決が下さ
廿 めん at 9ヽわ

れました。国はハンセン病問踵は早期に全面解決
げんこく いちょう

する必要があると判断し、原告の主張を受け入れ、
こう そ l□9うしょい

控訴をしませんでした。その後、国は入所者たち
に●うしょ

におわびし、新たに補償を行う法律を作り、入所
しゃかいふつも しゃ 以＼よ かいふく しかいふっさ し 元ん

者や社会置帰者たちの名誉回復、社会復帰支握
及びハンセン病問題の啓発活動等に取り組んで
います。

,fl〗]"’l
むそ序

太層は輝いた
心や

90年、こいこい瞳111の中
eと9し

-llliの光が走った
せんれつ

鮮烈となって
行 し遭這 くだ
硬い戴•土砕害

光が走った

私はうつむかないでいい

みんなと光の中を

胸立彊って歩ける

もう私はうつむかないでいい

す■1オ欝いた
＿ 

- - - 4 

く衰モた町さい しょうぞ

熊本地裁での勝訴発表（写真提供：共同通信社）

くま もと さい ばん りう そ

熊本裁判に勝訴したから
汎ヽ 19つ

ハンセン病問題は解決したと思っていた
にのはし＇ ＂加ふつ● 9 

それなのに入所者や社会復帰者、その家旗1こ
へん'’^,

対する偏見や差開は今でも根逍く残っている
..... 

＜●扱 9如 叫lだ） こう そ だん応

熊本地裁の判決に対し、国は控訴※断念を決める
ないかそう りだいじんだん わ はっぴょう

とともに、内閣総理大臣談話を発表し、ハンセン病
問塵の早期解決に取り組む決意を表明しました。

はんけつ さ

しかし判決後も、熊本票で入所者に対するホテル
しlさくをよび じけん ざんねん にoうし 口

宿泊拒否事件が起きるなど、残念ながら入所者や
^ "A 

社会復帰者、その家族に対する偏見や差別には
ね づよ りょうようじょ

根強いものがあります。そのため、療養所の外で
暮らすことに不安
を感じ、安心して
退所することがで
きないという人も
います。

こ9 そだんねん し由 ふ1Lは疋ん 〇ぶ9そし〇げんこ< OA00 

控訴馴念りるか否かの最終判断をする直前に、ハンセン祠訴訟原告代表と 皿力如•"狂 mこっ＾

面談する小泉内層総理大臣（当開）（写真提供：共同通信社） 星塚敬愛園の納骨堂

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

を〇心し 裏し9 わり

： ●親や兄弟姉妹と一緒に暮らすことができない�゜
じつめい な の

・ ●実名を名乗ることができない―o
99っごん ゆる

： ●結婚しても子供を生むことが許されない―o

いっしょうりょうよう じ

• •一生療養所から出て暮らすことができない――。
ごさょう はか まいそう

： ●死んでも故郷の墓に埋葬してもらえない――。
そうぞ

： こうした生活をハンセン病思者は長い間強いられてきました。あなたは想像できますか

――
――
―

゜

ようし こ奮よう

出られるようになっても薗璽に帰
祠覇と再会できない人もいるんだって

こうれい こう いしょう しうい ＾人けん りょう

高齢や後遺症、周囲の偏見などを乗り越えて、療
ようじょ たい5に し膏力心心っ●

養所を退所して社会復帰した人もいますが、その
り，，，， 心 に9うU·

数は決して多いとはいえません。療養所に入所し
めいわく しば＼ ほんみょう

たときに、家族に迷惑が及ぶことを心配して本名
こ廿さ す こをょう

や戸籍を捨てた人もいるため、現在も故郷に帰る
にくしん さい9し9 口

ことなく、肉親との再会が果たせない人もいます。
りょうようじよ いEつ じっ か

療養所で亡くなった人の遺骨の多くが実家のお墓
に入れず、名療

のうごつどう

養所内の納骨堂
に納められてい
ます。

へんけん

ハンセン病に対する偏見や差別をなくすために
ハンセン病について正しい知識を持とう

ふう か

ハンセン病問題を風化させてはならない
ハンセン病問題を解決するカギは、君たちが饂っている

げ ざいしんeぅぢ●う 凶けんむん内A

ハンセン病問題は、現在進行中の人権問題である
もんだいかいけつ

問麗解決のために私たちに何ができるか考えてみよう

さい'" ふりじつ ＊士ん ＇•. ． さいよんしょ 9いしヽ」り せさ

※霜判の判決に不満がある湯合、上級の霧判所に再審遷を謂求すること．

社会の偏見と差別

●昭和29年(1954年）
くろ かみ こう じ けん

累髪校事件

熊本県 のハンセン病療養所 「菊池恵楓

園」の入所者の子どもが通う保育所「竜

田寮」から児童4人が地元の黒髪小学校

に入学することになりましたが、それを

PTAが阻止しよう としました。当時、ハン

セン病 患者を 親に持つ子どもは、いすれ

は発病するという偏見から「未感染児董」

と呼ばれていました。その子どもたちか

ら病 気がうつると恐れた親たちが、登校

阻止や授業拒否などを行ったのです。子

どもの気持 ちを顧みない対応などは、当

時の社会の態度を表しています。

竜田寮児童の黒髪小学校通学反対の集会
入学式の当H、竜田寮児童の入学を阻止しようと
する大人たち。

平咸6年(1994年）、元厚生省医務局長•大谷藤郎が「らい予防法」の全面廃止を成める私的見解を発表し

ました。全国国立ハンセン病療養所所長連盟や日本らい学会も、いわゆる「大谷見解」に沿った見解を発表

し、「らし＼予防法」を抜本的に見直す気還が高まりました。そして平成8年(1996年）、「爾予防二関ス）昇件」

以来、飼1世紀にわたって続いたわが国の開匿政策に終止符が打たれたのです。

平成20年(2008年）
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」成立

議員立法で成立した本法は「ハンセン病問題基本法」とも呼ばれ療養所施設を地域

に開放し、地域住民の診察を詞めるなど、入所者の社会復帰を後押しする内容が盛り

込まれました。これにより地域と共生を闘り、住民との交流が深まるものと期待され

ています。本法は、平咸21年4月から椀行されています。

2003年（平成15年） 元患者の宿泊拒否事件
熊本県が計画していた「ふるさと訪問事業 」で、県内のホテルがハンセン病 元患者であ

ることを理由に入所者の宿泊を拒否する事件が起きました。その後、ホテル側が形式的

に謝罪したことに対して入所者らが「反省がない」と発言。それがマスコミで報道される

と、全国の一般の人から入所者に対する非難中傷の電話や手紙が相次ぎました。

に今の社会の中には、さまざまな

偏見や差別があります。そうした人権を

めぐる問顆を解決していくには、一人ひ

とりが人権尊重の精神を持つことが大切

です。人権が尊重される社会の実現に向

けて、私たちに何ができるのか、生徒たち

と一緒に考えてみてください。

5
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現在、療養所には入所者が約1,600名、社会復帰者が約1,200名※いる。
過去のつらい歴史や経験などから家族や友人に
ハンセン病であることを隠している人がいることを踏まえたうえで、
私たちは何をすべきなのかを考えていく。

※厚生労働省による退所者給与金及び非入所者結与金受結者の数

●ハンセン病問題の現実に目を向ける
●入所者、社会復帰者、その家族の心理状態を考える
●入所者、社会復帰者との共存・共生をめざす

子どもたちと共に考え、
行動する
ハンセン病の患者やその家族たちは、長
い閻、多くの偏見と差別に苦しんできま
した。病気への誤解や人権侵害の実態
が明らかにされ、ようやく正しい情報が
伝えられるようになっています。ハンセ
ン病に対する偏見と差別をなくすために
は、ハンセン病について正しい知識を持
つことが必要です。

私たちがこうした現実を知らなかったの
は、国が国民に実態を知らせなかっただ
けでなく、私たちの無関心も大きな原因
なのではないでしょうか。子どもたちに
ハンセン病問題の現実を伝え、今なお偏
見や差別に苦しんでいる入所者や社会
復帰者たちが置かれている現実に目を
向けてほしいと思います。さらに、ハンセ
ン病問題の解決をめざして、私たちに
何ができるかを子どもたちと共に考え、
行動にうつしていただければと願って
います。

.. s-3••` — 
（陀こ心·

．．．．．・．· ：·嘗．心·’...'\�I\
’

心芦·:!l"’加
., • 2 、 生氏
地域の人たちと交流会（多磨全生園）

5

もし自分や家族が患者だったらどう思う？
へんけん さべつ

ハンセン病に対する偏見や差別は、
私たちの内にある問題なのかもしれない。

葛やま く かえ

二度と同じ過ちを繰り返さないために
私たちはどうすればいいんだろう？
ハンセン病に対して偏見を持ち、入所者や社会復 つ人を差別する気持ちが入り込んでくることがあ
帰薔、その家族を差薙しているのはどんな人たち ります。そうした偏貞ゃ痙函を留決していくため

よぼうほう

だと思いますか。「らい予防法」による国の誤った には、相手の人権を尊重する気持ちを持つことが
隔離政策が廃止され、20年が経った今も、ハンセ 大切です。この授業をきっかけに、ハンセン病につ
ン病に対する偏見や差別が残っていると多くの入 いて正しい知識と理解を持つとともに、偏見や差

いい しゃ汎ヽ如きい ぺつ 凶［ナんそんちょう

所者や社会復帰者が感じています。今の社会の 別をなくすにはどうすればいいのか、人権が尊墾
凶し ねれい しょうがい

中にも、ハンセン病に限らず、人種や年齢、陣害の される社会を実現するにはどうすればいいのか、
う む せいべつ いえ がら

有無や性別、家柄などによる偏見や差別があるよ そして自分たちに何がで きるのかを考えてみま
うに、私たちの心の中に、自分とは違う一面を持 しょう。

（令和元年5月 1 日現在） ，． 
に●9口口わ99

\ 入所者総数（14カ所） 1,211名 ヽ｛
こくわり⇔9う←

｀●国立療養所 (13カ所）1,207名 ．cケ 1 f
J

’

しわりょう9うし．

現在、日本には国立•私立をあわせて14カ所のハ
りょうようじ ttっちとう し かり

ンセン病療養所があります。設置当初は隔離が
ふ べん

目的であったため、その多くは交通の不便なとこ
ろにあります。

二』l旦lしー「�
く な しお吐

〈岡山県・邑久長島大橋〉
なが しま たい が ん むしむ9 お くながはまおおはし

長島と 対岸の虫明を結ぶ邑久長島大橋は 、
”‘ヽー かり

1988年（昭和 63年）に開通しました。隔離する
あかしl口l9んがヽふく か でょ う

必要のない証、人間回復の証として架橋され、現
みんかん ，つ9口い とり禎、＼

在は民間バスも乗り入れ、入所者も自由に島外
に出かけられるようになっています。

に長島と本土を隔てていた幅約30mの水路が、長い間、偏見と差別の障壁とな
っていました。橋を架けるために昭和47年(1972年）には長島愛生園と邑久
光明園の自治会により「架橋促進委員会」が設置され架橋への運動が始まり、
16年の歳月を経て開通しました。この橋がなぜ「人間回復の橋」と呼ばれるの
か、本当に人間回復につながっているのかを生徒に問いかけてみましょう。
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へん けん

「偏見と差別が残るままでは見過ごせない
● か い

若い人に話をする機会を大事にしている」 …12歳で発病した
元患者
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「「療養所」の実態」
いけんこくばいそLぅせんこくげんこくだん言うき 訊ヽ訊ヽちょう こ こだ蒙 疇うじ

…元ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会会長 故・餅 雄二さん
かんし・ セょうせいかくり し99よう りょうようじ

国はハンセン病患者に対し、強制隔離しただけではありません。収容した療蓋所で
じししかんさ むいこ しぷじうんばん どこうをコこう

は、重症者の看護、眼や手足の不自由な人の介證、そして食事運搬や士エ・木工、
さらには亡くなった嶺長の火詠までも、叉薪著に；蕃届iJ的にやらせたのです。また、療
藷薪困での蘊籍の峯袢として子供が産めない羊藷討蕃面iされたりしました。さらに、

りょうようじよはい かんでんじよ

こうした措置に不満をもらせば、次々と療養所内の監禁所に入れられました。栗生
薬簾箇には全国のハンセン病急箸を甜甑とした「篠別義釜」という名の董藝蒻ヵゞ

こっかん かんをょうか

あり、零下20度にもなる極寒の環境下で食事もろくに与えられず、たくさんの人が
亡くなったのです。

ゆめ こきょう

「夢見る故郷の空」いけんこく●いそ口ぅゼんこくげんこくだん•ょうぎ●いじ● ●ぷ比う

…ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会事務局長 竪山 勲さん
ほコ凶 あ らわ

中学校二年生13歳の時、体に発疹が現れ、まもなく校長先生から rきみは学校へ来なくてい
ぼしつかHいあ い えん ［こうし

いよ」と言われました。そして何がなんだか分からないうちに、星塚敬愛園に入所させられ、園
●よう甘いてを ぎめし， 心しゅ95ょか ごきょ9

に讀いたその日に強制的に偽名を名のらされました。はじめて外出許可をもらい故郷の父に
会いに帰りましたが、そこに待っていたのは「もう二度と帰ってきてくれるな。兄や姉たちにも
蓬蘊がかかるといけないから」との父のことばでした。父にそう言わせたのは「らい手訪涙」が

さよういく づ
あったからです。それは私から家族を、友達をそして故郷を、さらには教育を奪いました。以来．．凸 潰り こ●，，

私は帰郷をあきらめ夢の中でしか故郷へは帰れなくなりました。父が亡くなったのも知らされず、
知ったのは亡くなってから満6年後のことでした。

「生徒のみなさんに今後を託して」
もとせんこく りょうようじょに●うしよしゃ釦うぎ”い訊9 999 こ こう

・・元全国ハンセン病療養所入所者協議会会長 故・神
をcう廿いかりや，こんぜ よばうほう あや●

ハンセン病患者は、一人残らず強制隔離し病を根絶するという「らい予防法」と国の誤
った政策は、条貪有の父箱侵舎を器産させ、各目までに籟検所角で2万5000人が被
蕃著として亡＜なりました。私たちは、自由と久蘊と、人間としての蒻巌を自復するため
に、1951年、全次薪箸によって祖籍を結蔵し遣動を続けています。しかし、目的蓬成は
まだ遠く、ふる皇の富蕃にも帰ることができない日々梵熊いています。社会の差別がそ

l寡ば こられし1 9んどう

れを阻んでいるからです。私たちは高齢になり運動も阪界にきています。生徒のみなさ
ー芯 ねん

んに今後を託したいと強く念じています。

日本キリスト教団目黒区柿の木坂教会で
講演する神氏 (2005年7月2El)

. . .う

美知宏さん

6
 

入所者、社会復帰者の
心理状態
ハンセン病に対する社会の理解が進ん
だとはいえ、まだ偏見や差別が根強く残
っているため、ハンセン病の既往が社会
的な差別につなが ることも考えられま
す。社会復帰者のなかには、家族や友人
に自分の病気について話していない人
も大勢います。医療機関を受診しても、
医師にハンセン病の既往を言い出せな
いこともあるといいます。入所者や社会
復帰者がこうした心理状態にあることを
忘れないようにしましょう。

入所者の健康状態
療養所の入所者の多くは高齢になって
います。ハンセン病は治癒していますが、
後遺症から重い身体障害があって社会
復帰して自活することが困難な人もいま
す。また、高齢化とともに心疾患や高血
圧症などを患う人も増えています。

草津音楽の森国際コンサートホールで
開催された「第3回ハンセン病市民学会
総会交流集会2007ぐんまin草津」で
講演する谷牙氏(2007年5月12日）
撮影：吉幸ゆたか

兵庫県尼崎市の「差別とたたかう上の島文化祭」で
購演する竪山氏 (2002年 lO月 16日）

8
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l ハンセン病の近代～現代史

ハンセン病問題は、その歴史的経緯を抜きにして語 や差別を受けてきました。人権が尊重される社会を

ることはできません。かつては「不治の病」と考えら

れ、長い間、 患者やその家族たちは想像を絶する偏見

明治 6年(1873年） 2月 ノルウェーのハンセン医師が「らい菌」を発見 フランス生まれ。明治6年(1873 明治6年(1973年）に、アメリカ長

明治30年(1897年） 6月 第1回国際らい会議（ドイツ） 年）にパリ外国宣教会の宣教師と 老派教会の宣教師として来日。

明治40年(1907年） 「癒予防二関スル件」公布
して来日 しました。巡回伝道 の途 「キリストの精神を社会的に実践

3月 こう
中で盲目の女性患者と出会い、 する」ために、ボランティア団体「好

昭和 6年(1931年） 4月 「禰予防法」公布 病院 の設立を決意し、明治22年 善
ぜん

社
しゃ

」を設立しました。ハンセン病

昭和27年(1952年）11月 WHO第1回らい専門委員会（強制隔離政策が患者を潜伏化させる傾向を指摘） (1889年）、静岡県御殿場に日本 患者との出会いを契機に患者救済
最初のハンセン病療養所 となる を決意。英国のThe M iss ion to

昭和28年(1953年） 8月 「らい予防法」公布 こうやまふくせいぴょういん

「神山復生病院」を開設しました。 Lepersの援助を受けて、明治27
昭和29年(1954年） 4月 らい予防法による患者家族への生活保護開始 年(1894年）、東京目黒に「私立いはいえん

昭和33年(1958年）11月 第7回国際らい会議（東京）
病院・慰廃園」を開園しました。

昭和34年(1959年） 8月 WHO第2回らい専門委員会（ハンセン病に関する特例法の廃止を提唱）

昭和38年(1963年） 9月 第8回国際らい会議（無差別の強制隔離政策は時代錯誤で廃止すべき）

昭和39年(1964年） 3月 厚生省結核予防課「らいの現状に対する考え方」まとめ（「現行法についての再検討が必要」との文言あり）

平成 5年(1993年） 6月 高松宮記念ハンセン病資料館（東京都）オープン

平成 6年(1994年）11月 全国国立ハンセン病療養所所長連盟がらい予防法改正問題についての見解表明

平成 7年(1995年） 1月 全国ハンセン病患者協議会が「らい予防法改正を求める全患協の基本要求」を公表

，， 7月 第1回らい予防法見直し検討会開催

平成 8年(1996年） 1月 公衆衛生審議会伝染病予防部会「らい予防法の廃止等について」答申

，， 4月 「らい予防法の廃止に関する法律」施行

平成10年(1998年） 3月 社会徳帰準備支援事業を開始

,., 7月 らい予防法違憲国家賠償請求訴訟提起（熊本地裁）

平成11年(1999年） 3月

ク 9月

ク

ヶ

実現するためには、過去の不幸な出来事を受け止め、

それを次の世代に伝えていく必要があります。

（東京地裁）

（岡山地裁）

(•緬細（1876~1970年） ］ 

平成13年(2001年） 5月 ハンセン病国家賠償請求訴訟熊本地裁判決

，， 5月 政府として控訴しないことを決定

,., 5月 内閣総理大臣談話発表

，， 6月 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」公布、施行

平成19年(2007年） 4月 国立ハンセン病資料館リニューアルオープン

平成21年(2009年） 4月 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」施行

日本のハンセン病の記録は、「日本書紀」や 「今昔物

語集」などにみられます。奈良、平安時代には仏教者

などによって患者の救済が行われました。 16 世紀の

キリスト教の伝来とともに、外国人宣教師による救護

（● テストウィド神父(1849~1891年） ］ 

[·1 ハンナ・ リデル (1855~1932年） ］ 
イギリス国教会伝道会の伝道師と
して明治23年(1890年）に来日、
熊本の本妙寺参道に集まるハンセ
ン病患者の悲惨な姿に衝撃を受
け、ハンセン病患者の救済活動に
取り組むようになりました。明治
28年(1895年）、私財を投じて熊ヵ＼ヽしゅんびょういん

本・黒蜃に「回春病院」を設立し、
大隈重信らに政府による 救済活
動を進言しました。

福岡県に生まれ、明治39年(1906
年）、身延山に参詣した際、身延河
原に住むハンセン病の少年と出会
い、ハンセン病患者の悲惨な生活
を見て患者救済を決意した といわ
れています。明治39年(1906年）、

み のぶじん きょうびょういん

身延山山門に「身延深敬病院」を
開 院し、国立療養所5カ所に日蓮
宗会堂を建設しました。

活動も行われるようになりました。その後、長い鎖国

政策で救済事業は途絶えましたが、明治時代になって

外国人宣教師が来日するようになると、再び救済活動

が行われるようになりました。

(• ヶート•M ・ヤングマン (1841~1910年） ］ 

（亀コ ール神父(1850~1911年） ］ 
フランス出身の宣教師。明治9年
(1876年）畏崎に来日 しました。
明治22年(1889年）、大日本帝
国憲法の発布により信仰の自由
が保障され る と、熊本市手取教
会の主任神父として派遣されまし
た。その後、布 教活動 の傍ら施
療活動を始め、明治31年(1898たいろう いん

年）、「待労院」を設立し、ハンセン
病患者の救済に力を注ぎました。

（雹 コンウォール・ リー (1857~1941年） ］ 
イギリス生まれ。明治41年(1908
年）、51歳の時に宣教師として来
日。熊本の回春病院などハンセ
ン病患者の施設を見学したこと
をきっかけにハンセン病救済に生
涯を捧げることを決意しました。
大正5年(1916年）、群馬隈草津
町に「聖バルナバホ ーム」を開設
しました。

―... ,t.,e' 
•、

今一

言し、

． 

、t.

，
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l ハンセン病Q&A

ハンセン病は、「らい予防法」では療養所を中心とし

た隔離を治療の基本としていました。しかし、平成8年

(l 996年）に制定された廃止法によって、基本方針は

一般の医療機関による外来診療へと大きく転換さ

どこで、どのように診察しているのですか？

れました。同時期に成立した「感染症法」においても

ハンセン病は届け出が不要な疾忠とされ 、現在は

いわゆる普通の疾患として保険診療が行われてい

ます。

m 

新規患者のほとんどは、大学病院や一般の医療

機関の皮膚科で診療を受けています。診断の手

順は、皮膚症状、神経の所見、らい菌の証明、病理

組織検査などを総合して判断します。ハンセン病

は、皮膚症状やらい菌の多寡などから多菌型と少

菌型に分類され、それにより治療法（薬の種類、

内服期間）が違ってきます。国内にはハンセン病

患者数が少ないので、特殊な検査は国立感染症

研究所ハンセン病研究センタ ーで実施されてい

ます。

どのように治療するのですか？

抗生物質を内服します。リファンピシン（結核の治

療にも使われている殺菌力の強い薬）、DDS（ス

ルホン薬）、クロフアジミン（色素剤）の3種類の抗

生物質を併用します（多剤併用療法）。この治療

を行うと、短期閻でらい菌は感染力を失います。

ハンセン病は治る病気ですが、早期診断、早期治

療、治療薬の確実な内服を心がけ、後遺症を残さ

す、耐性菌を作らないようにすることが大切です。

らい菌が多い（多菌型）患者は1年から数年、らい

菌の少ない

（少菌型）患

者 は6カ月

の内服で治

癒します。

ハンセン病の治療薬

戸三
病理組織検査
（皮膚神経）

菌の検査
（組織等）

玲ロジ 断

゜

知覚検査
（触痛温冷覚）

神経肥厚
運動障害検査

ハンセン病診断への手順

どのように感染し発症するのですか？

一般的な環境では非常にうつりにくい病気です。

感染源となる可能性があるのは未治療のハンセ

ン病患者ですが、日本では感染源になる人はほと

んどいません。患者と結婚した人が発症すること

も非常に少ないと考えられています。感染経路に

関する見解は現在も統一されていませんが、発症

に大きく関与する感染の機会として、まだ抵抗性

の発達が不十分な乳幼児期に、感染源となる未治

療の患者と長い間一緒に生活したりすると、鼻腔

粘膜などから感染（主に呼吸器感染）して、数年か

ら数十 年の潜伏期

を経て発症する可

能性があるといわ

れています。

らい菌（赤く棒状のもの、皮膚の検査、1,000倍拡大）

多菌型の志者。浮腫性で光沢のある紅斑で、一部には結節（しこり）が

見られる。この結節部分を検査すると、らい菌を検出できる。

1世界のハンセン病新規患者数の推移(WHO)
ハンセン病は、公衆衛生や栄養状態、

経済状態の悪い国々で 見 られます。

これらの国では子どもでも発症するこ

とがあるため、早期発見と治療、予防が

課題になっています。

しかし医師の絶対的不足、貧困、ハンセ

ン病に対する偏見や差別など大きな困

難があります。WHOが掲げた目標値を

達成し患者が減少していますが、国あ

るいはWHOのテコ入れが低下すること

が懸念されており、NGO等の地道な努

力が求められています。

（万人）

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

12015年の新規患者数が
1,000人以上の国(WHO)

（人）

10 

国名 新患数 国名 新患数

インド 127,326 ミャンマー 2,571 

ブラジル 26,395 タンザニア 2,256 

インドネシア 17,202 スリランカ 1,977 

エチオピア 3,970 フィリピン 1,617 

コンゴ民主共和国4,237 マダガスカル 1,487

ナイジェリア 2,892 その他の国々12,101

ネパール 2,751 世界合計 210,758 

バングラデシュ 3,976 

゜

（人）
18 

16 

14 

小指に軽度の変形がみられる患者。

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2COO 200 I 200四003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 I 2012 2013 2014 2D15（年）

出典元「Weekly Epidemiological Record」より

1 日本のハンセン病新規患者数

(2016年4月1ヨ現在）

12 

10 

8 

6 

4 

2 

゜

l l l l l l l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 （年）9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l l l l l l 
3 4 5 6 7 8 9 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 6 i 2 3 4 5 

国立感染症研究所感染症疫学センターホームページより
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l 隔離政策が行われた背景 l 根強く残る偏見や差別

日本の患者隔離政策は、明治40年(1907年）に制定され

た「掘予防二関スル件」で始まりました。その後、国際的な緊

迫した政治状況によって 日本は国際連盟を脱退し、独自の道

を模索することになりました。戦時体制に向かう中で、ナショ

ナリズムが高揚し、祖国浄化が叫ばれるようになりました。 こ

のような社会清勢を背景に「無痢県運動」が起こり、患者隔離

の世輪は 日々高まっていきました。そしてすべての患者の

—
 

世界のハンセン病史

13 

中世の欧州では、キリスト教が主体となってハンセン病
患者の隔離保護が行われました。その後、国家政策と
して隔離が進められ、患者は隅離施設に収容されました。
14世紀にな ると欧州でペストやコレラが 大流行した
ため、欧州各国は公衆衛生対策を強化し、検疫や交通
遮断、上下水道を整備するなどして伝染病を克服し、17
世紀のペストの終焉とともにハンセン病も欧州から姿を
消しました（北欧を除く）。
19世紀にノルウェーのハンセン医師が「らい菌」を発見
し、医学界で遺伝説と感染説の論争が起こりました。ノル
ウェーでは遺伝病対策として行われていた隔離を公衆
衛生政策として継続・強化し、ハンセン病を減少させま
した。19世紀後半にベルリンで開催された「第1回国際
らい会議」で遺伝説は否定され、ハンセン病は伝染病
（感染症）であり、隔離が必要であると決議されました。
米国では、ハンセン病は欧州からの移民とアフリカ大陸
から連れてこられた人たちに よってもたらされたと考え
られていました。19世紀には、百数十名の患者がハワイ
のモロカイ島に送られ、以後ハワイのハンセン病患者は、
この島に送られることになりまし
た。当時、ハワイで宣教師として
活動していたベルギ一人のダミ
アン神父がモロカイ島に渡って患
者とともに暮らし、ハンセン病思者
の救済に あたったという記録が
残されています。

G.H．アルマウェル•ハンセン(1841~1912)

収容を目指した「瘤予防法」が制定され、日本のハンセン病

政策は確立されたのです。第2次世界大戦後、日本国憲法が

制定され新たな 時代を迎えましたが、ハンセン病政策は戦前

の隔離収容政策が継承されました。その原因はハンセン病に

対する偏見と差別にありますが、長期にわたる隔離政策に

よって、ハンセン病 問題が社会から隔離され、この問顆に目を

向ける人が少なかったことも大きかったと考えられます。

—
 

日本のハンセン病政策

明治30年(l897年）、「第1回国際らい会議」に出席し
た土肥慶蔵（帰国後、東京帝国大学皮膚病徽毒学講座
教授）は、日本において隔離を提唱しました。北里柴三郎
らも隔離を支持し、医師•光田健輔は東京市養育院にハ
ンセン病患者の隔離治療を行う施設「回春病室」を設
置しました。その後明治40年(l 907年）に「癖予防二関
スル件」が制定されましたが、内務省は「痢予防二関ス
ル件」を欧米のハンセン病予防法と同等の法律にすべく、
大正5年(l 91 6年）に新しい予防法の策定を進めまし
た。そして昭和6年(193l年）、すべての患者の隔離を目
指した「輝予防法」が成立しました。同年行われた国際連
盟保健機関の会議でも、「ハンセン病の発生予防の最
重要線は隔離と治療である」といったことが決議されて
います。このような流れの中で、京都帝国大学病院の皮膚
科でハンセン病の治療に従事してい た 医師 ・ 小笠原
登は、「ハンセン病は感染症だが、その発症には体質や栄
養状態などが作用するので、患者を隔離する必要はない。
また、ハンセン病は不治の病ではない」という信念から、
強制隔離や断種に反対しましたが、邪説とされ一蹴され
てしまいました。その後、昭和27
年(l 952年）のWHO第1回らい
専門委員会等において、外来治
療や社会復帰を重視する考え方
が打ち出されましたが日本の隔
離政策に影響を及ぼすことはあ
りませんでした。

小笠原登(1888~1970)

（毎日新聞2016年3月27日1面）
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